
「補導」の実施体制について

（少年警察職員数・ボランティア人員数等）

１ 少年担当警察官の現状（平成１５年１１月１日現在）

少年担当警察官 約８，９３０人（構成比３．８％）

・警察本部 約１，４９０人

・警察署 約７，４４０人

警察官条例定数 ２４１，１３３人（平成１５年４月１日現在）

２ 少年サポートセンターの現状（平成１５年４月１日現在）

（１）設置状況

全国約１８０ヶ所設置

・警察施設内 約１３０ヶ所

・他の公共施設、民間施設等 約５０ヶ所

（２）職員の配置状況

約１，３００人

・警察官 約５００人

・少年補導職員 約６５０人

・少年相談専門職員 約 ８０人

・その他の職員 約 ７０人

３ 少年ボランティアの委嘱状況（平成１５年４月１日現在）

（１）少年補導員 約５１，０００人

地域における少年の非行防止を図るため、街頭補導、少年の保護、少年相

談、有害環境の浄化、地域社会の啓発その他地域ぐるみの非行防止活動の推

進に資するための活動を行う。

（２）少年警察協助員 約１，０００人

暴走族集団等の非行集団を解体・補導するため、非行集団に加入している

少年について、その集団から離脱させ、再非行を防止するための指導、相談

、 。を行い その他警察が行う非行集団の解体・補導活動を援助する活動を行う

（３）少年指導委員 約６，０００人

風営適正化法第３８条に基づき、風俗営業等に関し、少年を補導し、少年

の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止し、その他少年の健全な育成に資す

るための活動を行う。



少年問題のボリュームと関係機関等の体制

中学・高校生
　約８００万人

　　教　育
中学・高校
　約１６６００校
教員
　　　約５１万人
生徒指導担当
　約１６４００人

　福　祉
児童相談所
　　１８２箇所
職員
　約６７００人
児童福祉司
　約１７００人

要保護児童
　約４０万人

不良行為少年
約１１０万人

　　警　察
警察署１２７０署
少年ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ
　　　　　１７９箇所
警察官約２４万人
少年担当警察官
約９千人（含兼務）
少年補導職員
　　　　約１０００人

　・

少年院入所
約５０００人

保護観察
約１８０００人

少年審判
約４万人

犯罪少年
約１４万人

　司　法
家庭裁判所
　　１５２箇所
裁判官
　　約４００人
調査官
　約１５００人
　　（含兼務）

　保　護
保護観察所
　　　　５０箇所
保護観察官
　　約１１００人
保護司
　　　約５万人

　矯　正
少年院
　　　５３箇所
教官
　約２１５０人

福祉施設
　　入所
約３万人




